
（介１３９）

平成３０年２月２２日

都道府県医師会
介護保険担当理事

　

殿

日本医師会常任理事
鈴

　

木

　　

邦

　

彦

介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について （依頼）

　

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

介護給付費等のインターネット請求化については、 すでに本会通知 （（介１０７） 「介護給

付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知について」 平成２９年１１月２４日

付） によりご連絡しておりますが、 今般、 厚生労働省より都道府県介護保険担当課宛に別添

の通り事務連絡が発出されました。

　

つきましては、 貴会におかれましても本件についてはご了知いただき、 貴会管下郡市区医

師会、 貴会会員への周知方よろしくご高配のほど、 お願い申し上げます。

記

１． 書面による請求に係る経過措置に関する審査支払機関への届出期限の周知について

原則として伝送または電子媒体による請求とし、 本年度末 （平成２９年度末） までに

審査支払機関 （国保連合会） への届出を行って下さい。 なお、 一部の例外として書面によ

る請求が可能なサービス事業者等が引き続き書面による請求を行う場合、免除届出書を国

保連合会に提出するなど所定の手続きを行って下さい。

２． 介護療養型医療施設に係る対応について

　

現在書面により請求を行っている介護療養型医療施設が平成３０年４月以降に介護医療院

　

に移行した場合の取扱いについては、本会通知に添付した「平成２９年１１月７日付の厚生

　

労働省老健局介護保険計画課事務連絡 「書面による請求に係る経過措置に関するＱと姶 の

　

改定について」」 のＱ＆Ａの問１３で『届出を行った介護療養型医療施設については、 平

　

成３０年４月１日以降に介護医療院を含む他の介護サービスへ移行した場合も、引き続き、

　

経過措置の対象とすることを検討している』 旨、 示しておりますが、 今般以下の通りその

　

取扱いについて示されましたのでご留意下さい。

① 現行の経過措置の規定に基づき、 伝送又は電子媒体による請求を行うことが困難

　

ある旨を平成２９年度末までに審査支払機関に届出を行った介護療養型医療施設

　

が介護医療院、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び特定施設入居者生活介

　

護を行う事業者 （以下 「介護保険施設等」 という。） へ移行した場合

② 現行の経過措置の規定に基づき、 伝送又は電子媒体による請求を行うことが困

　

難である旨を平成２９年度末までに審査支払機関に届出を行った介護老人保健

施設 （平成１８ 年７月１日から平成３０ 年３月３１ 日までに療養病床等から転換

して許可を受けたものに限る。） が介護医療院へ移行した場合



において、 以下の要件を満たしていれば、 引き続き書面による請求を可能とする。

＜書面による請求が可能な要件＞

　

・ 移行先の介護保険施設等においても引き続き書面による請求を可能とする現行の

　　

例外規定の要件に該当していること。

　

・ 移行先の介護保険施設等から審査支払機関に再度届出が提出されていること。

３． その他

　

磁気テープ （ＭＴ） による請求は、 平成３０年度以降廃止される予定です。

　

また、 これまで可能であったＩＳＤＮ回線の請求期限も本年度末 （平成３０年末） までと

　

なっております。 請求の切り替え作業が未了な場合、 速やかに所定の手続きを行って下

さい。

＜添付資料＞

　

・介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について （依頼）

（厚生労働省老健局介護保険計画課

　

平成３０年２月２日付

　

事務連絡）

・介護給付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知について

　

（日本医師会介護保険課

　

（介１０７）

　

平成２９年１１月２４日

　

通知）

以上



◎
事

　　

務

　　

連

　　

絡

平成 ３０年 ２ 月

　

２

　

日

各都道府県介護保険担当課（室）

　

御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

厚 生 労働 省 老 健局 介護 保 険計 画 課

介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について （依頼）

介護保険制度の円滑な運営につきまして、平素より御理解と御尽力を賜り厚く御礼申し上

げます。
標記の件につきまして、以下のとおり周知いたしますので、各都道府県におかれましては、

内容を御了知の上、管内保険者、サービス事業者及び関係団体等への周知に特段の御配慮を

お願いいたします。

記

第１

　

書面による請求に係る経過措置に関する審査支払機関への届出期限の周知について

　

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する

省令 （平成２６年厚生労働省令第９８号。 以下 「請求省令」 という。） において、 原則とし

　

て伝送又は電子媒体による請求に限定されること、一部の例外として書面による請求が可

　

能とされたサービス事業者等については、 平成２９年度末までに審査支払機関に届出を行

　

う必要があるとされています。

　

書面による請求に係る経過措置についての審査支払機関への届出期限まで約２か月と

　

なったことから、各都道府県及び保険者におかれましてはサービス事業者及び関係団体等

　

に対し改めて周知いただきますようお願いいたします。

　

周知に当たって、 広報資料 （別添） をお送りしますので、 研修会等での周知、 ホームペ

　

ージへの掲載、 窓口での配布等に御活用いただきますようお願いいたします。

第２

　

介護療養型医療施設に係る対応について

　

現在書面による請求を行っている介護療養型医療施設が平成３０年４月以降に介護医療

　

院へ移行した場合の取扱いについては、「書面による請求に係る経過措置に関するＱ＆Ａ

　

の改正について」（平成２９年１１月 ７日当課事務連絡） において、「引き続き、 経過措置の

　

対象とすることを検討している。」 とお示ししたところですが、 今後、 請求省令の改正に

　

より以下の取扱いとすることといたしましたので、 お知らせいたします。



０

　

①現行の経過措置の規定に基づき、伝送又は電子媒体による請求を行うことが困難

　

である旨を平成２９年度末までに審査支払機関に届出を行った介護療養型医療施設が

介護医療院、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び特定施設入居者生活介護を行

　

う事業者 （以下 「介護保険施設等」 という。） へ移行した場合又は②現行の経過措置

　

の規定に基づき、 伝送又は電子媒体による請求を行うことが困難である旨を平成２９

年度末までに審査支払機関に届出を行った介護老人保健施設（平成１８年７月１日か

　

ら平成３０年３月３１日までに療養病床等から転換して許可を受けたものに限る。） が

　

介護医療院へ移行した場合において、以下の要件を満たしていれば、引き続き書面に

よる請求を可能とする。
・

　

移行先の介護保険施設等においても引き続き書面による請求を可能とする現行の

例外規定の要件に該当していること。
・ 移行先の介護保険施設等から審査支払機関に再度届出が提出されていること。

第３

　

磁気テープ （ＭＴ） を用いた請求の廃止について

　　

現在、 電子媒体による介護給付費等の請求を行う場合には、磁気テープ（ＭＴ）、 フレ

　

キシブルディスク又は光ディスクを使用した方式によることとしているところですが、

　

磁気テープ （ＭＴ） を使用した方式による請求は実質的に既に行われていないため、 審

　

査支払事務の一層の効率化の観点から、請求省令を改正し、平成３０年度以降、磁気テー

　

プ （ＭＴ） を使用した方式による請求を廃止する予定です。



　

３０年４月

※－部例外規定があります。
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・インターネットがご利用可能なＰＣがあれば利用できます。
．ＩＳＤＮ回線による請求は平成３０年３月末をもって廃止となります。

ＣＤ－Ｒ等 （電子媒体）による請

請求方法の変更にあたっては、国保連合会への届出が必要です，

平成３０年４月以降も書面ーこよる請求を行う場合は、事前の届出力簿必要です，

　　　

ん　
　
　

“

　

厚生労働厚生労働省

による請求

国保連合会

　

（平
条
求
保

回

現在の請求方法を変更する場合は、請求方法変更の届出を該当の国保連合
会へ提出してくださし、。 （届出用紙の取得にあたっては各国保連合会のホーム

ページをご参照し、ただき、不明な点は国保連合会にお尋ねください）

なお、請求方法の変更には、時間を要する

場合がございますので、お手続きはお早めに

お原頁いいたします。
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．‐〆甲１Ｍ．一‘準サセ．ＷやギーサＩＳＶ．ゼヒセ場．下．綿やｔ

請求方法変更
の届出

「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令（平
成１２年厚生省令第２０号、最終改正平成２６年８月１５日）」の附則第二条
から第四条までに規定された事業所が、平成３０年４月以降も書面による請求
を行う場合は、平成３０年３月３１日までに、免除届出書 （※）を該当の国保
連合会に提出する必要があります。
（※）「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について（平成２６年

８月１５日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）」に規定。

平成３０年３月３１日まで

免除届出書 国保連合会



書面１【よる請求は次の条件にあてはまる事業所に限られます，
・ 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行っている場合等、一定の類型に該当する事業所

　

等 （下記参照）であって、その旨を平成３０年３月３１日までに審査支払機関に届け出たもの

・ 常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成３０年３月３１日においていずれも６５歳以上である

　

事業所等であって、その旨を平成３０年３月３１日までに審査支払機関に届け出たもの

・ 次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たもの

① 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合（障害が生じている間に行う請求に限る）

②コンピュータの販売又はリースを行う事業者との間で、設備の設置又はソフトウエアの導入に係る契約を

　

締結している介護サービス事業所等であって、設置又は導入に係る作業が完了していない場合 （設

　

置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う請求に限る）

③ 改築工事中である施設又は臨時の施設において事業を行っている場合 （改築工事中である施設又

　

は臨時の施設において事業を行っている間に行う請求に限る）

④ 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 （事業の廃止又は休止するまでの間に行う請

　

求に限る）

⑤その他、伝送又は電子媒体による請求を行うことが特に困難な事情がある場合 （当該請求に限る）

※ ①から⑤までの事由に該当する旨の届出を行う際には、届出の内容を確認できる資料を添付するもの

　

とする。

※ ①、②又は⑤に該当する旨の届出を行うに当たり、届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない

　

事情がある場合には、請求の日に当該届出を行うことができることとする。この場合にあっては、届出の

　

内容を確認できる資料は、請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。

一定の類型に該当する事業所等１こついて
「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について（平成２６年８月１５日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）」より抜粋

① 電子情報処理組織又は磁気テープ等を用いた請求を行うことが困難と認められる次の事業所等であ

　

って、平成３０ 年３月３１日までに、その旨を審査支払機関に届け出たもの。

イ支給限度額管理が不要なサービス（居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護 （短期利用

　

以外）、認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）、地域密着型特定施設入居者生活介

　

護（短期利用以外）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防居宅療養管

　

理指導、介護予防特定施設入居者生活介護（短期利用以外）及び介護予防認知症対応型共

　

同生活介護 （短期利用以外）をいう。以下同じ。） －種類のみを行うサービス事業所

□支給限度額管理が必要なサービス、居宅介護支援若しくは介護予防支援又は総合事業 （以下単

　

に「支給限度額管理が必要なサービス」という。） －種類のみを行うサービス事業所

八支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行うサー

　

ビス事業所

二施設サービス（介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスをいう。以下同じ。）のみを行う５０

　

床未満の介護保険施設

ホ施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う５０床未満の介護保険施設

へ施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う５０床未満の介護保険施設

ト施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス一

　

種類を行う５０床未満の介護保険施設



(介 1 0 7 )                                                

                                 平 成 2 9 年 1 1 月 2 4 日  

 

都道府県医師会  

介護保険担当理事   殿  

 

日 本 医 師 会 常 任 理 事  

鈴  木    邦  彦  

 

介護給付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知について  

 

  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

  介護給付費等のインターネット請求化については、平成 26 年 8 月 20 日付  

通知（介 46）「介護給付費等のインターネット請求化に伴う請求省令の見直

し等について」によりご案内しておりますとおり、平成 26 年 11 月よりイン

ターネット回線による請求が開始され、平成 30 年 3 月 31 日までの間はＩＳ

ＤＮ回線による請求も可能とされているところです。  

  今般、ＩＳＤＮ回線による請求期限が半年を切ったことから、厚生労働省

より都道府県介護保険担当主管課宛にインターネット請求化への移行促進等

に向けての周知に関する事務連絡が発出されました。  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会

管下郡市区医師会、貴会会員への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上

げます。  

記  

 

１．  インターネット ･電子媒体（ＣＤ -Ｒ等）請求への移行のお願い  

現在、ＩＳＤＮ回線を利用している場合、平成 30 年 3 月までにインター  

ネットまたは電子媒体（ＣＤ -Ｒ等）請求に切り替える必要があります。  

該当する事業所は、国保連合会へ 所定の届出等を行って下さい。なお、移

行手続きを行うにあたり、以下の点についてご注意下さい。  

 

ア）  移行手続きに あた り、国保連合 会へ の申請手続き が集 中することか

ら平成 29 年 12 月までに切り替え手続きを行うことが推奨されてお

ります。切り替え手続きには、1 ヶ月程度時間を要する場合があると

のことです。  

 

イ ) インターネットまたは電子媒体（ＣＤ -Ｒ等）請求に切り替えた後で

も、初回の審査結果を受け取るまでは、 念のためＩＳＤＮ回線を解

約しないで下さい。  

 

 



２．  平成 30 年４月以降も書面による請求を行う場合  

 一部の例外として書面による請求が可能とされたサービス事業者等  

（一種類のみサービスを行う事業所（例： 居宅療養管理指導のみ）など）

について平成 30 年 3 月 31 日までに、免除届出書を国保連合会に提出する

必要があります。  

  書面による請求が可能な事業所等の条件については、別紙④の案内チラ  

シをご参照下さい。  

 

３．  インターネット請求への切り替え作業  

請求形態には、事業所が請求を行う「事業所請求」と代理人等が複数事

業の請求業務を一括して行う「代理請求」があり、どの請求形態に該当  

するかを確認の上、手続きを進めて下さい。  

  

  詳細な内容については、別添の厚生労働省担当課の事務連絡、Ｑ＆Ａ、  

 案内チラシをご参照下さい。  

 

 

○添付書類  

 ・介護給付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知に  

ついて（依頼）  平成 29 年 11 月７日付  厚生労働省老健局介護保険  

  計画課事務連絡）  

 ・書面による請求に係る経過措置に関するＱ＆Ａの改 正について  

平成 29 年 11 月７日付  厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡  

  ＜案内チラシ（ 4 枚）＞  

・ＩＳＤＮ請求ができなくなります （別紙①）  

    ・切り替え作業について教えて！ （別紙②）  

    ・平成 30 年 4 月より、介護給付費の請求は原則、伝送又は電子媒体に  

     よる請求となります（別紙③）  

    ・書面による請求は次の条件にあてはまる事業所に限られます  

（別紙④）  

  

  

 以上  



事

　　

務

　　

連

　　

絡

平成 ２９ 年 １１ 月 ７日

都道府県介護保険担当主管課（室）

　

御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

介護給付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知について （依頼）

介護保険制度の円滑な運営につきまして、 平素よりご理解とご尽力を賜り厚く御礼申

し上げます。

　

さて、 介護給付費等のインターネット回線による請求が平成２６年１１月から開始され、

ＩＳＤＮ回線による請求期限が平成３０年３月３１日までとなっていることについては、「介

護給付費等のインターネット請求化に伴う請求省令の見直しについて」（平成２６年１月

２３

　

日当課事務連絡）及び「「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関

する省令の一部を改正する省令」 の公布について」（平成２６年８月１５日老発０８１５第２

号） 等によりお知らせしているところです。

　

これに伴い、 都道府県及び保険者におかれましては、 これまで、 インターネット請

求への移行促進等のため、ホームページの掲載や研修会での説明等、様々な機会を活用

してサービス事業者等への周知を行っていただいていることもあり、 直近のインターネ

ット請求への切り替え状況は、 全体の請求の概ね６割 （平成 ２９ 年９月現在） まで進ん

でおります。

　

ＩＳＤＮ 回線での請求期限まで半年を切り、 今後は請求期限が近づくにしたがって、 介

護電子請求ヘルプデスクが混雑することが見込まれることや、インターネット請求の開

始手続き （電子証明書の発行等） にも一定の期間を要することから、 早めにインターネ

ット請求に移行するようサービス事業者等に対し、 改めて周知をお願いいたします。

　

また、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を

改正する省令」（平成２６年厚生労働省令第９８号） において、 平成３０年度以降は原則と

して伝送又は電子媒体による請求に限定されること、 一部の例外として書面による請求

が可能とされたサービス事業者等については平成 ２９ 年度末までに審査支払機関に届出

を行う必要があること等についてもお知らせしているところですので、 併せて周知をお

願いいたします。

　

つきましては、 周知に当たり、 広報資料をお送りしますので、 都道府県及び保険者に

おかれましては、 研修会等での周知、 ホームページへの掲載、 窓ロでの配付等、 サービ

ス事業者等への周知にご活用ください。



なお、 国民健康保険団体連合会におけるサービス事業者等への周知については、 別途、

国民健康保険中央会を通じて依頼しておりますので、 周知に当たっては連携・協力し、

円滑なインターネット請求への移行にご協力いただきますよう重ねてお願いいたします。

【周知に当たっての留意事項】

サービス事業者等には、 特に以下の点をこご留意いただくよう周知願います。

・ＩＳＤＮ回線での請求は平成３０年３月３１日まで。

．一部の例外として書面による請求 （※） が可能とされたサービス事業者等については、

　

平成３０年３月３１日までに審査支払機関への届出が必要。

　

※別添の広報資料及び 「書面による請求に係る経過措置に関するＱ＆Ａの改正につい

　

て」（事務連絡） を参照。

・インターネット請求の開始手続きには一定の期間が必要。

　

（概ね１ケ月、 ただし申請件数の増加に伴い所要期間も延びる。）

ＳＤＮ 回線での請求期限が近づくにしたがって、 介護電子請求ヘルプデスクの混雑が

　

見込まれる。

以上のことから、 早期のインターネット請求への移行を促していただきますようお願い

いたします。

＜照会先＞

厚生労働省老健局介護保険計画課

電話０３－５２５３－１１１１

根本 （内線２１６３）、 松田 （内線２１６６）



事

　　

務

　　

連

　　

絡

平成２９年１１月 ７日

各都道府県介護保険担当部 （局）

　

御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

厚生労働省 老健局介護保険計画課

書面による請求に係る経過措置に関するＱ＆Ａの改正について

介護保険制度の円滑な運営につきまして、平素より御理解と御尽力を賜り厚

く御礼申し上げます。

　

さて、介護給付費等の書面による請求に係る経過措置に関する取扱いについ

ては、「「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等

について」 の一部改正について」（平成２７年４月１日当課事務連絡。 以下 「平

成２７年事務連絡」 という。） においてお示ししているところですが、書面によ

る請求に係る経過措置についての審査支払機関への届出期限まで約半年とな

ったことを受け、 新たに寄せられた御質問について、 平成２７年事務連絡別紙

２の 「書面による請求に係る経過措置に関するＱ＆Ａ」 に追加いたしましたの

で連絡します。

　

つきましては、 管内市町村 （特別区を含む。） を始め、 国民健康保険団体連

合会、 事業者、 関係団体等に周知をお願いいたします。



問１

　

「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等につ

いて」（平成１２年２月１５日・２３日／厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行

準備室事務連絡）１（２）に掲げる事業所等は、書面による請求が可能だが、同一

法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合

は、それらを一つの事業所として判断するのか。それとも事業所番号単位で判断す

るのか。

（答）同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けてい

　

る場合は、 それらを一つの事業所として判断する。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問２

　

同一所在地の事業所において、 訪問介護及び介護予防訪問介護を併せて行う

場合は、 これらは一種類とみなされるのか。

（答）同一所在地の事業所において、訪問介護及び介護予防訪問介護を併せて行う場

　

合は、 これらは一種類とみなす。その他のサービスについても同様に、同種のサ

　

ービスの居宅サービスと介護予防サービスを併せて行う場合は、一種類とみなす。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問３

　

同一所在地の事業所において、 介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サー

ビスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合は、これらは一種類と

みなされるのか。

（答）同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービ

　

スのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合（介護予防通所介護及

　

び総合事業の通所型サービスのうち、現行の通所介護相当サービスを併せて行う

　

場合） は、 一種類とみなす。

　　

訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、 現行の訪問介護相当サービス

　

を併せて行う場合 （通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、 現行の通所

　

介護相当サービスを併せて行う場合） も同様である。

　　　　　　　　　　　　　　　　

担 当： 老 健 局振 興 課 法 令係 （内 線３ ９３７）



問４

　

同一所在地の事業所において、 介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サー

ビスのうち、 緩和した基準によるサービス （訪問型サービスＡ） を併せて行う場合

は、 これらは一種類とみなされるのか。

（答）同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービ

　

スのうち、 緩和した基準によるサービス （訪問型サービスＡ） を併せて行う場合

　

（介護予防通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、緩和した基準による

　

サービス （通所型サービスＡ） を併せて行う場合） は、 一種類とみなす。

　　

訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、 緩和した基準によるサービス

　

（訪問型サービスＡ）を併せて行う場合（通所介護及び総合事業の通所型サービ

　

スのうち、 緩和した基準によるサービス （通所型サービスＡ）） も同様である。

担当：老健局振興課法令係 （内線３９３７）

問５

　

同一法人で所在地が異なる複数事業所の指定を受けている場合で、 それぞれ

事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求

が可能か。

（答） 可能である。 なお、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定を受け

　

ている場合は、 それらを一つの事業所として判断する。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問６

　

同一法人で所在地が同一の複数事業所の指定を受けている場合で、 それぞれ

事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求

が可能か。

（答）可能ではない。同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定を受けてい

　

る場合は、 それらを一つの事業所として判断する。

　　　　　　　　　　

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）



問７

　

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を併せて行う場合、実施するサービス種

類は二種類となるのか。

（答）特定福祉用具販売に係る居宅介護福祉用具購入費は請求省令に規定する「介護

　

給付費」ではないため、本事例においては福祉用具貸与のみを－種類としてカウ

ントする。

担当：老健局高齢者支援課福祉用具・住宅改修係 （内線３９ ８５）

問８

　

病院等については、 保険医療機関等の指定があったときは、 居宅療養管理指

導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指

導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提

供は一種類であるため、 紙請求は可能であると解してよいか。

（答） 貴見のとおり。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問９

　

請求省令附則第二条における「…に係る介護給付費等の請求のみを行うもの」

とは、指定を受けているサービス種類を指すのか、それとも実際に提供されている

サービス種類を指すのか。

（答） 実際に提供し、 請求を行うサービス種類を指す。

　　　　　　　　　　

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

間１０

　

休止中のサービスについてはサービス種類数にカウントされるか。

　　　　

１

（答） カウントされない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

間１１

　

居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションのみなし指定を受け

ている医療機関が、 ３サービスとも提供している場合、 書面による請求は可能か。

（答） 可能ではない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）



問１２

　

平成３０年４月以降に新設された事業所 （みなし指定含む） については、 請

　

求省令附則第二条における経過措置は一律に認められないということか。

（答） 問１３の場合を除き、 原則認められない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問１３

　

現在紙請求を行っている介護療養型医療施設が平成３０年４月以降に介護医

療院に移行した場合、 紙請求を行うことは認められないのか。

（答）平成３０年３月３１日までに介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請

　

求に関する省令附則第２条第２項又は第３条第２項による届出を行った介護療

　

養型医療施設については、 平成３０年４月１日以降に介護医療院を含む他の介護

　

サービスへ移行した場合も、引き続き、経過措置の対象とすることを検討してい

る。

担当：老健局老人保健課企画法令係 （内線３９４８）

問１４

　

総合事業の訪問型サービスのうち、 従前相当サービスと緩和した基準による

サービスを併せて行う場合は、提供しているサービス種類が二種類となり、紙請求

を行うことは認められないのか。

（答）総合事業では同一サービス種類（訪問型サービス）として整理されているため、

　

一種類とみなす。 そのため、 紙請求を行うことは認められる。

担当：老健局振興課法令係 （内線３９３７）

問１５

　

総合事業の訪問型サービス（Ａ１（みなし）、Ａ２（独自）、Ａ３（独自定率）、

Ａ４ （独自定額）） のうち、 複数指定を受けている場合も、 提供しているサービス

種類は一種類と考えてよいのか。

（答） 貴見のとおり。

担当：老健局振興課法令係 （内線３９３７）

問１６

　

同一所在地の事業所において、 地域密着型通所介護と総合事業の通所型サー

ビスを併せて行う場合は、 一種類とみなされるのか。

（答） 貴見のとおり。

　　　　　　　　　　　　　　　　

担 当 ： 老 健 局 振興課 法 令係 （内 線 ３ ９３７）



問１７

　

例えば、「訪問介護」 と 「居宅介護支援」 を実施している事業所は、 二種類

行っているものとして紙請求を行うことは認められないのか。

（答） 認められない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問１８

　

請求省令附則第三条の取扱いについて、 平成３０年４月１日以降に新設され

た事業所については適用されないと考えてよいか。 すなわち、 平成３０年４月１日

以降に新設された事業所であれば、 常勤の介護職員がいずれも６５歳以上であって

も紙請求を行うことはできないということか。

（答） 適用されないため、 紙請求は認められない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問１９

　

請求省令附則第三条の適用となる事業所が平成３０年３月３１日までに免除届

を提出したが、平成３０年４月１日以降に６５歳未満の従業者を雇用したため、免除

　

（非該当） 届を提出した場合において、 その後、 当該６５歳未満の従業者が退職し

た場合、 再度免除適用となるか。

（答） 適用されない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問２０

　

請求省令附則第四条による免除届出書には契約日や工事開始（終了）日等の

記入欄があるが、証明となる契約書等の写しは提出が必要か。

（答）「請求省令附則第四条による免除届出書」の一番下に、【添付書類の説明】とし

　

て、「⑦欄で○を付した届出事由の内容を確認できる資料を添付すること。」との

　

記載があるため提出が必要となるが、 添付書類の詳細までは規定していない。

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）

問２１

　

請求省令附則第四条による免除届出書の届出事由に該当する事業所が免除届

出書を提出した場合において、当該事象が解消した際には、再度の免除届出書提出

や終了証明書等の提出は不要か。
（答） 不要である。 その場合、 速やかに審査支払機関に申し出ること。

　　　　　　　　　　

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）



問２２

　

請求省令附則第二条から第四条のデータ請求免除要件は、請求明細書に限定

したものではなく、居宅介護支援事業所が審査支払機関に提出する給付管理票も同

様の取扱いとなるか。

（答） 同様の取り扱いとなる。

　　　　　　　　　　

担当：老健局介護保険計画課企画法令係 （内線２１６４）



平成３０年４月以降、ＩＳＤＮ回線を用いた介護給付費等の請求ができなくなります。現在、ＩＳＤＮ請求を行っている

事業所は、国保連合会への届出等をして、平成３０年３月までにインターネット請求に切り替える必要があります。

一
蹴
辱

平成３０年３月までに、５ＱＯＯＯ以上の事業所が、インターネット請求への切り替えをすると見込まれます。
特に、平成３０年１月から３月までにかけては、国保連合会への手続きの申請件数の増加に伴い、
インターネット請求ができるようになるまでに、時間がかかってしまう可能性があります。
これにより、事業所の請求業務が滞ってしまう恐れがあります。
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平成２９年１２月までに事業所において、請求業務を円滑に行っていただくためにも、
インターネット請求への切り替え手続きをしていただくよう、ご協力をお願いいたします。

インターネット請求へ切り替えるためには、以下の作業が必要となります。
切り替え作業における手続きには、１ヶ月程度時間を要する場合がありますので、お早めに実施ください。
なお、インターネット請求に切り替えた後でも、初回の審査結果を受け取るまでは、念のためＩＳＤＮ回線を解約しなし　
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※電子証明書の取得には発行手数料が掛かります。 （有効期間３年）
１３′２００円
１３，９００円

別紙①



別紙②

インターネット請求へ切り替えるための作業について、簡単な手順書をご用意しました。
以下のＷＥＢサイトにアクセスして、事業所の請求形態にあった手順書をご参照ください。
＜国民健康保険中央会ホームページの「介護保険・障害者総合支援関係者の皆様へ」に掲載しています＞

請求形態には、事業所が請求業務を行う「雫撰略諦雛」と

代理人等力錦夏数事業所の請求業務を一括して行う「讐誘導謙遜」があります。
どちらの請求形態に当てはまるか、以下の項目をご確認の上、ご検討ください。

事業所番号を１つだけ持っていて、今後増える予定がない場合等、
基本的な請求方法です。
※障害者総合支援の請求を既に行っている、もしくは行う予定の場合、

龍聴講耀きの方が、電子証明書の料金が安くなる場合があります。

　　　　　　　　　　　

事 業 所 番 号を１つだけ、

　　　　　　　　　　　

基本的な請求方法です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国保連合会

　　

“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

事業所番号を複数持っている（または今後増える） 場合、
請求に用いるユーザＩＤや電子証明書をまとめて管理することができるため

事業所請求と比較し、事務負担を軽減できます。

～瓢

　

鰭

　

謎 ． 請求に用いるユーザＩＤや電子証明書をまとめて管理することができるため

　　　　　　　

事業所請求と比較し、事務負担を軽減できます。

　　　　　　　　

々

　　　

＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

インタ脚ネット請求への切り替え作業についてご：不明な点は

　

介護電子請求ヘルフ０デスクまでお問合せください！

※お問合せの際に、参考にした資料や実施済みの作業がありましたらお伝えください

下ｅｌ

　　　

＝０５７０‐０５９－４０２

０

働

介護電子請求ヘルフデスク Ｆａｘ

　

＝０５７０‐０５９‐４２２

Ｅ一ｍａｉＥ ｍａ”－ｋａｉｇｏ＠ｓｕｐｐｏｒｔ一ｅ－ｓｅｉｋｙｕｕ．］ｐ

ａ 厚生労働省



別紙③

に警

※－部例外規定があります。

ンタ圃、ツト（伝送）による請境墓誌

　

インタ圃

　

、、

Ｎ
・インターネットがご利用可能なＰＣがあれば利用できます。
◎ＩＳＤＮ回線による請求は平成３０年３月末をもって廃止となります。

園 ＣＤ－Ｒ等 （電子媒体）による請

慶轟蝋臨灘聾驚園調鰯凝議，画像璽費嚢象灘鵬淵灘霊園－事
象

・・／現在の請求方法を変更する場合は、請求方法変更の届出を該当の国保連合
会へ提出してください。 （届出用紙の取得にあたっては各国保連合会のホーム
ページをご参照いただき、不明な点は国保連合会にお尋ねください）
会へ提出してください

なお、請求方法の変更には、時間を要する

場合がございますので、お手続きはお早めに

お願いいたします。お願頁いいたしま 請求方法変更 国保連合会
の届出

雫麟轟録蝋卿鴎書画庭騒麗静粛断誓場嵩璽議事鰯臓圃嗣蝋謬－
「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令（平
成１２年厚生省令第２０号、最終改正平成２６年８月１５日）」の附則第二条
から第四条までに規定された事業所が、平成３０年４月以降も書面による請求
を行う場合は、平成３０：年３月３１日までに、免除届出書 （※）を該当の国保
連合会に提出する必要があります。
（※）「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について（平成２６年

８月１５日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）」に規定。労

　 平成３０年３月３１日まで

国保連合会免除届出書

厚生労働厚生労働省



別紙④

講箇譲欄轟瀬議撫灘鰍無毒調繭轟事嬢断続圃鳳麓瀧葦誹
・ 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行っている場合等、㈱定雄類型に該当する事業所

　

等 《下記参照》

　

であって、その旨を平成３０年３月３１日までに審査支払機関に届け出たもの

・ 常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成３０年３月３１日においていずれも６５歳以上である

　

事業所等であって、その旨を平成３０年３月３１日までに審査支払機関に届け出たもの

・ 次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たもの

①電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合（障害が生じている間に行う請求に限る）

②］ンピュータの販売又はリースを行う事業者との間で、設備の設置又はソフトウエアの導入に係る契約を

　

締結している介護サービス事業所等であって、設置又は導入に係る作業が完了していない場合 （設

　

置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う請求に限る）

③ 改築工事中である施設又は臨時の施設において事業を行っている場合 （改築工事中である施設又

　

ーＪに＃Ｄ±ｍｔ伝…ル′－いー、γ 車 掌キカク；ヘアー、ス棋９′ｒクキス言書式封「Ｒ見ス、

　

求に限る）

⑤その他、伝送又は電子媒体による請求を行うことが特に困難な事情がある場合 （当該請求に限る）

※ ①から⑤までの事由に該当する旨の届出を行う際には、届出の内容を確認できる資料を添付するもの

　

とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

※ ①、②又は⑤に該当する旨の届出を行うに当たり、届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない

　

事情がある場合には、請求の日に当該届出を行うことができることとする。この場合にあっては、届出の

　

内容を確認できる資料は、請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について（平成２６年８月１５日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）」より抜粋

① 電子情報処理組織又は磁気テープ等を用いた請求を行うことが困難と認められる次の事業所等であ

　

って、平成３０年３月３１日までに、その旨を審査支払機関に届け出たもの。

イ支給限度額管理が不要なサービス（居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護 （短期利用

　

以外）、認知症対応型共同生活介護 （短期利用以外）、地域密着型特定施設入居者生活介

　

護（短期利用以外）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防居宅療養管

　

理指導、介護予防特定施設入居者生活介護（短期利用以外）及び介護予防認知症対応型共

　

同生活介護 （短期利用以外）をいう。以下同じ。） －種類のみを行うサービス事業所

□支給限度額管理が必要なサービス、居宅介護支援若しくは介護予防支援又は総合事業 （以下単

　

に「支給限度額管理が必要なサービス」とし、う。） －種類のみを行うサービス事業所
” ＋０△ロロ直：ぬ古”－キＩＲＩムだ「ｚ‐証；＋ ” －ジフ

　　

モ孟米古口ら７精±歌会Ｒ日‐瞳壇百虚膏庁キ田ｈに，法要Ｅ力、什ード７．一来重杢百友キ〒『サー

　

床未満の介護保険施設
ホ施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う５０床未満の介護保険施設

へ施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う５０床未満の介護保険施設

ト施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス－

　

種類を行う５０床未満の介護保険施設
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